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確認申請及び中高層条例は不要ですが、安全計画届等の手続き
は必要となります。

ＭＲＩ設置場所は、１階で土間コンクリートとなっているため、構造
の検討は不要と判断しています。

今回の改修でＲＣ壁の撤去はあります。
当該壁は耐震壁ではなく、構造の検討は不要と判断しています。

「Ⅳ．官公署その他への手続き」で今回業務は、確認申請の提出は必要です
か。
中高層条例も今回該当しますか。

ＭＲＩ室に改修する場合、荷重が大きいため構造検討が必要と思われます
が、業務に含まれますか。

質疑（応答記録）

回　答

工事名（件名）　：市立四日市病院ＭＲＩ室ほか改修工事設計業務委託　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

公告№　：　№1　 公告日　：平成３０年　４月　９日

質　疑　事　項

今回の改修でＲＣ壁の撤去はありますか。ある場合、構造の検討は必要です
か。
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